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建築設備定期検査業務実施要領 

 

 この実施要領は、建築設備定期検査業務の概要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載

されていない細部の事項についても、誠意をもって行うものとする。 

 

１ 対象箇所 

  埼玉県立精神医療センター 

 

２ 実施基準 

建築基準法第 12 条第４項に基づく建築設備（昇降機以外）の定期検査を行う。 

  検査は毎年度の２月に行う。 

 

３ 実施計画及び実施報告 

（１）受託者は、業務に関する実施計画を策定したときは、委託者に通知すること。また、業務を実施

したときは、速やかに定期報告書の作成を行い、遅延なく所定の特定行政庁に提出すること。 

（２）特定行政庁へ提出した定期報告書の写しを委託者に提出すること。 


